
関西広域連合（仮称）の処理する事務と府県事務の仕分け 
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分

野 
規約上の規定 

事 務 の 

共同処理 
具体的な広域連合の事務 

 
関連する府県の事務 備 考 

 

防災に係る計画の策定及び推進に関する事

務で広域にわたるもの  
関西広域にわたる防災計画（任意）の策

定及び推進 
災害対策基本法に基づく府県の地域防

災計画の策定及び推進（府県間連携に

係るものを含む。） 

 

災害が発生した場合における相互の応援体

制の推進に関する事務で広域にわたるもの 

 

・広域災害発生時の物資・資機材や職員

派遣等の相互応援に関する府県間調

整 
・関西相互応援実施要綱の作成及び運用

等 

（被災府県） 
災害発生時における広域連合への応援

の依頼 
（応援府県） 
被災府県への物資・資機材の提供、職

員の派遣 

 

災害対策基本法第 48 条に規定する防災訓

練に関する事務で広域にわたるもの 
 広域災害発生時の被災府県への応援調

整のための広域応援訓練の実施 
府県内の災害対応のための合同防災訓

練の実施 
 

防災に資するための人材の育成に関する事

務で広域にわたるもの ○ 
専門機関による防災関連の人材育成研

修の実施 
日常における防災関連の人材育成研修

の実施 
 

避難住民等の救援に必要な物資及び資材に

係る備蓄及び配送の共同化に関する事務で

広域にわたるもの 
 

広域的な取組として災害応急対策又は

災害復旧に必要な物資の共同備蓄の検

討・実施 

府県内の災害応急対策又は災害復旧に

必要な物資の備蓄 
 

感染症の予防及び感染症の患者に対する医

療に関する法律第６条第７項第１号に規定

する新型インフルエンザの発生に係る情報

の収集、整理及び提供並びにまん延を防止

するための連携に係る事務で広域にわたる

もの 

 

新型インフルエンザ対策に係る事務の

うち、広域にわたる情報の収集、集積、

共有、感染防止拡大のための連携の検

討・実施 

新型インフルエンザに係る府県内の感

染防止対策の実施 
 

 

 

 

 

 

 

広

 

 

域

 

 

防

 

 

災 

防災に係る調査及び研究に関する事務で広

域にわたるもの  広域的な取組としての防災の諸課題に

係る調査研究の実施 － 
 

通訳案内士法に規定する通訳案内士に係る

登録に関する事務のうち、同法第 19条から
第 27条まで及び第 32条（第１項を除く。）
から第 34条までに規定する事務 

○ 

通訳案内士法に基づく登録管理等 府県内における登録申請書の受付 
等 

 

観光及び文化の振興に係る計画の策定及び

推進に関する事務で広域にわたるもの（外

国人観光旅客の旅行の容易化等の促進によ

る国際観光の振興に関する法律に規定する

外客来訪促進計画に関する事務のうち、同

法第４条第１項に規定する外客来訪促進計

画の策定及び推進に関する事務を含む。）                           

○ 

「関西観光・文化振興計画」（外国人観

光旅客の旅行の容易化等の促進による

国際観光の振興に関する法律に基づく

外客来訪促進計画を含む。）の策定及び

推進 

－ 
 

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進に

よる国際観光の振興に関する法律第４条第

１項第３号に規定する観光経路に関する事

務 

○ 

外客来訪促進計画に基づく観光ルート

の設定 
府県内の観光ルートの設定  

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促進に

よる国際観光の振興に関する法律に規定す

る地域限定通訳案内士に係る試験及び登録

に関する事務のうち、同法第 14 条から第
24条までに規定する事務 

○ 

外国人観光旅客の旅行の容易化等の促

進による国際観光の振興に関する法律

に基づく関西地域限定通訳案内士（仮

称）の試験実施及び登録等 

府県内における広報、試験実施等 
（願書配布、試験監督員など） 

 

観光旅客の来訪を促進する事業に関する事

務で広域にわたるもの  
関西全域の観光プロモーション活動等 各府県域の観光プロモーション等  

観光に係る統計調査の研究に関する事務で

広域にわたるもの  関西広域にわたる新たな観光統計調査

手法の検討等 
新たな調査手法に基づく府県内の観光

調査の実施 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

広 

域 

観 

光 

・ 

文 

化 

振 

興 

観光に係る案内表示の基準の統一に関する

事務で広域にわたるもの  関西広域の観光案内表示の統一基準及

び整備指針の策定 
統一された観光案内表示の導入  

産業の活性化等を図るための計画の策定及

び推進に関する事務で広域にわたるもの  関西広域にわたる産業振興ビジョン（任

意）の策定及び推進 
府県域内の産業振興計画の策定及び推

進 
 

産業に係る情報の共有、研究開発等におけ

る連携に関する事務で広域にわたるもの  
関西広域にわたるクラスター連携（任

意）の構築及び推進 
府県域内のクラスター連携（任意）の

構築及び推進 
 

構成団体が設置した技術支援機関の連携に

関する事務で広域にわたるもの  関西広域にわたる公設試験研究機関の

連携 
公設試験研究機関における高額機器等

の整備、技術情報の蓄積 
 

地域産業資源を活用した新商品、役務の提

供等の紹介及び宣伝に関する事務で広域に

わたるもの 
 

関西広域にわたる共同プロモーション

等の実施 

 

府県域内企業によるプロモーション等

の実施 
 

 

 

 

広 

域 

産 

業 

振 

興 

新たな事業分野の開拓を図る者に対する支

援に関する事務で広域にわたるもの  関西広域にわたる新商品の広報、認定等

の実施 
府県域内における新商品の認定及び随

意契約による調達 
 

※ 関連する府県事務欄中の（  ）は、広域連合が行う事務についての各府県の支援事務を表す。 

資料２ 



関西広域連合（仮称）の処理する事務と府県事務の仕分け 
 

 - 2 - 

 
分

野 
規約上の規定 

事 務 の 

共同処理 
具体的な広域連合の事務 関連する府県の事務 備 考 

 

 
京都府、兵庫県及び鳥取県の区域において

運航する救急医療用ヘリコプター（救急医

療用ヘリコプターを用いた救急医療の確保

に関する特別措置法（以下本号において

「法」という。）第２条に規定する救急医療

用ヘリコプターをいう。以下本号において

同じ。）に関する事務のうち、次に掲げるも

の 
(ｱ) 法第６条に規定する関係者の連携に関
する事務 
(ｲ) 法第８条に規定する補助に関する事務 
(ｳ) 救急医療用ヘリコプターの運航に関す
る事務（(ｱ)及び (ｲ)に掲げる事務を除く。）  
  

○ 

３府県（京都府・兵庫県・鳥取県）にお

けるドクターヘリ運航事業 
医療法に基づく府県の医療計画（ドク

ターヘリを用いた救急医療に関するも

の）の策定 

H22 年
度途中

の移管

を想定 

救急医療の連携に係る計画の策定及び推進

に関する事務で広域にわたるもの  
関西広域にわたる救急医療連携計画（任

意）の策定及び推進 
医療法に基づく府県の医療計画の策定

及び推進（府県間連携に係るものを含

む。） 

 

 

 

 

 

 

 

広 

域 

医 

療 

連 

携 

救急医療用ヘリコプターの配置に関する事

務で広域にわたるもの  
・関西全体でのドクターヘリの最適配

置・運航の検討 
・既運航府県ドクターヘリの移管調整 

 
― 

H22 年
度移管

調整中 
環境の保全に係る計画の策定及び推進に関

する事務で広域にわたるもの  
関西広域にわたる環境保全計画（任意）

の策定及び推進 
条例等に基づく環境基本計画等の策定

及び推進（府県間連携に係るものを含

む。） 

 

地球温暖化対策の推進に関する法律第２条

第３項に規定する温室効果ガスの総量の削

減に資する取組に関する事務で広域にわた

るもの 

 

温室効果ガス削減のための広域的な取

組（住民・事業者に対する啓発、エコポ

イント事業の推進、電気自動車の普及促

進） 

府県内の温室効果ガス削減のための取

組 
 

 

 

 

 

広 

域 

環 

境 

保 

全 

野生鳥獣の保護及び管理に関する事務で広

域にわたるもの 

 

・広域的な取組として行うカワウのモニ

タリング調査（生息動向調査等）の実

施 

・広域的な取組として行うカワウの被害

防除に関する事例調査研究の実施 

・広域的な取組として行うカワウの保護

管理計画の策定及び推進 

・府県内の個体数調整等の捕獲の実施 

・府県内の個別の対策事業の実施 

・府県内の被害状況及び対策実施状況

調査の実施 

 

保健師助産師看護師法に規定する准看護師

に係る試験及び免許に関する事務のうち、

同法第８条、第９条、第 11条、第 12条第
４項及び第５項、第 13条第２項、第 14条
第２項及び第３項、第 15 条第２項及び第
16項から第18項まで、第 15条の２第２項、
第４項及び第５項、第 18条、第 22条第４
号並びに第 25条に規定する事務 

○ 

保健師助産師看護師法に規定する准看

護師に係る試験及び免許に関する事務

（准看護師養成所に係る事務は除く）の

実施 

府県内における広報、試験実施等 
（願書配布、試験監督員など） 

 

調理師法に規定する調理師に係る試験及び

免許に関する事務のうち、同法第３条第１

項、第３条の２第１項、第４条から第５条

の２（第３項を除く。）まで及び第６条に規

定する事務 

○ 

調理師法に規定する調理師に係る試験

及び免許に関する事務（養成施設に係る

事務を除く）並びに調理師法に規定する

調理師業務従事者届出に関する事務の

実施 

府県内における広報、試験実施等 
（願書配布、試験監督員など） 

 

 

 

 

 

資 

格 

試 

験 

・ 

免 

許 

等 

 

 製菓衛生師法に規定する製菓衛生師に係る

試験及び免許に関する事務のうち、同法第

３条、第４条第１項及び第６条から第８条

までに規定する事務 

○ 

製菓衛生師法に規定する製菓衛生師に

係る試験及び免許に関する事務(養成施
設に係る事務を除く)の実施 

府県内における広報、試験実施等 
（願書配布、試験監督員など） 

 

広 
域 
職 
員 
研 
修 

地方公務員法第 39 条の規定に基づく研修
のうち、広域的な見地から構成団体の職員

に対し合同して行う研修の実施に関する事

務 
○ 

構成団体の職員に対する広域的な見地

からの合同研修の実施 
・各府県で任命権者が独自の研修体系

の下で行う職員に対する研修の実施 
 

 

そ

の

他 

上記に掲げる事務のほか、広域にわたる行

政の推進に係る基本的な政策の企画に関す

る事務 

 ・関西における広域的計画の総合調整 
・交通物流基盤整備（関西広域交通・物

流基盤整備計画の検討） 

・府県内の総合計画の策定及び推進 
・府県内の交通物流基盤整備 

 

 
※ 関連する府県事務欄中の（  ）は、広域連合が行う事務についての各府県の支援事務を表す。 


